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                           平成 27 年(2015 年)7 月 15 日 

市町村（学校組合）教育委員会教育長 様 

 

                            長野県教育委員会教育長  

             

いじめ問題への組織的対応について（通知） 

 

 日頃より、「いじめ防止対策推進法」及び「長野県いじめ防止対策推進条例」に則り、い

じめ防止に向けた実効的な取組を推進していただき感謝いたします。 

県外において、いじめを受けていたと思われる生徒が自ら命を絶つ事案が発生し、学校

の対応について厳しい声が伝えられております。 

貴教育委員会におかれましては、設置する学校においていじめ防止等の取組が適切に実

施されているか、下記の内容について確認していただき、支援・指導していただくようお

願いいたします。 

 
記 

 

１ 学校いじめ防止基本方針の実効性について 

各校の「いじめ防止基本方針」は、実態に即した実効性のあるものか、定期的に 

  点検をする。 

 

２ 組織の機能について 

いじめの疑いに係る情報（生活ノートやアンケート等を含む）があった場合は、 

  学校における「いじめの防止等の対策のための組織」が中核となり、組織的な対応 

をする。 

 

３ 重大事態への早期対応について 

いじめの重大事態の「疑い」があった場合や、児童生徒や保護者からいじめられ 

  て重大事態に至ったという申立てがあった場合、学校から学校の設置者に対して、 

迅速に報告・連絡・相談をする体制にある。 

 

４ その他 

・上記の詳細については、長野県「いじめ防止等のための基本的な方針」(平成 26 年 3 月) 

の『市町村の取組』項目も再確認してください。 

・「義務教育諸学校に係る学校事故の報告について」（事故速報）では、いじめの重大 

 事態を報告することになっています。重大事態には至っていないが、解決困難な事 

案が発生している場合も、学校が学校の設置者に報告･連絡･相談し、迅速な対応が 

早期に図られるようお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

長野県教育委員会事務局心の支援課  
（課長）原 良通  
（担当）持田貴康、小松  容  
ＴＥＬ：０２６－２３５－７４３６  
ＦＡＸ：０２６－２３５－７４８４  
E-mail：kokoro@pref.nagano.lg.jp 

 信州ACE(エース)プロジェクト 

□A ction  [体を動かす] 
□C heck  [健診を受ける] 

□E at    [健康に食べる] 
 
世界で一番(ACE)の健康長寿を目指しましょう 
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公立小中学校長 様 
公立高等学校長 様 
特別支援学校長 様 

                            長野県教育委員会事務局  

                                  心の支援課  

 

いじめ問題への組織的対応について（依頼） 

 

 日頃より、「いじめ防止対策推進法」及び「長野県いじめ防止対策推進条例」に則り、い

じめ防止に向けた実効的な取組を推進していただき感謝いたします。 

県外において、いじめを受けていたと思われる生徒が自ら命を絶つ事案が発生し、学校

の対応について厳しい声が伝えられております。 

各校におかれましては、いじめ防止等の取組について、下記の内容について確認してい

ただくとともに、引き続き、未然防止に力点を置いたいじめの起こりにくい学校づくりの

推進をお願いします。 

 

記 

 

１ 学校いじめ防止基本方針の実効性について 

各校の「いじめ防止基本方針」は、実態に即した実効性のあるものか、定期的に 

  点検をする。 

 

２ 組織の機能について 

いじめの疑いに係る情報（生活ノートやアンケート等を含む）があった場合は、 

  学校における「いじめの防止等の対策のための組織」が中核となり、組織的な対応 

をする。 

 

３ 重大事態への早期対応について 

いじめの重大事態の「疑い」があった場合や、児童生徒や保護者からいじめられ 

  て重大事態に至ったという申立てがあった場合は、学校の設置者に対して、迅速に 

  報告・連絡・相談をする体制にある。 

 

４ その他 

・上記の詳細については、長野県「いじめ防止等のための基本的な方針」(平成 26 年 3 月） 

の『学校の取組』項目も再確認してください。 

・「義務教育諸学校に係る学校事故の報告について」（事故速報）では、いじめの重大 

事態を報告することになっています。重大事態には至っていないが、解決困難な事 

案が発生している場合も、学校の設置者に報告･連絡･相談し、迅速な対応が早期に 

図られるようお願いします。 

 

 

 
長野県教育委員会事務局心の支援課  
（課長）原 良通  
（担当）持田貴康、小松  容  
ＴＥＬ：０２６－２３５－７４３６  
ＦＡＸ：０２６－２３５－７４８４  
E-mail：kokoro@pref.nagano.lg.jp 

 信州ACE(エース)プロジェクト 

□A ction  [体を動かす] 
□C heck  [健診を受ける] 

□E at    [健康に食べる] 
 
世界で一番(ACE)の健康長寿を目指しましょう 


